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第３９１回三木市議会定例会 市長 提案理由の説明 

令和８年２月２０日 

 

ただいま上程されました議案について、ご説明を申し上げま

す。 

 

まず、専決処分について、ご報告いたします。 

 

報告第１号「令和７年度三木市一般会計補正予算(第６号)」に

つきましては、衆議院の解散に伴い、２月８日に執行された衆議

院議員選挙に要する経費について、１月２１日に地方自治法第

１７９条第１項による専決処分をおこなったものです。ここに

ご報告を申し上げ、議会の承認を求めるものです。 

 

次に、第１号議案から第１１号議案までは、条例に関する議案

です。 

 

第１号議案「ガーデンシテイみき創生基金条例を廃止する条

例の制定」につきましては、ガーデンシテイみき創生基金の設置

から３０年以上が経過し、令和７年度末には基金残高は無くな
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る見込みであり、平成２０年度には「魅力あるふるさとづくり」

を目的とした「こころのふるさと三木応援基金」を設置し、その

目的が一部重複していることから、本基金を廃止するものです。 

 

次に、第２号議案「三木市福祉医療費助成条例の一部を改正す

る条例の制定」につきましては、兵庫県福祉医療費助成事業実施

要綱の一部改正に伴い、国公費負担医療制度の対象者の経済的

負担軽減及び利便性向上を目的として、福祉医療制度と国公費

負担医療制度の併用を可能とするため、条例を改正するもので

す。 

 

次に、第３号議案「三木市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の制定」につきましては、令和８年度の保険税率につい

て、県から提示された同年度の標準保険税率と同水準となるよ

う、税率改正を行うとともに、地方税法の改正に伴い、国民健康

保険税の課税において「子ども・子育て支援納付金課税分」を新

設するため、条例を改正するものです。 

 

次に、第４号議案「三木市介護保険条例の一部を改正する条例

の制定」につきましては、令和７年度個人住民税非課税者のう
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ち、介護保険法施行令の改正により、令和７年度税制改正による

個人住民税に係る所得控除額の最低保障額の引き上げがなかっ

たものとして、令和８年度の個人住民税が課税とみなされた者

に対して、令和８年度に限り、個人住民税非課税者として保険料

を減免するため、条例を改正するものです。 

 

次に、第５号議案「三木市農業集落排水処理施設の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定」につきましては、

細川農業集落排水処理施設を廃止し、公共下水道へ統合するた

め、条例を改正するものです。 

 

次に、第６号議案「三木市商業振興による地域活性化に関する

条例の一部を改正する条例の制定」につきましては、三木市商店

街連合会が三木市商店連合会に名称を改めることに伴い、条例

を改正するものです。 

 

次に、第７号議案「三木市立勤労者福祉センター条例の一部を

改正する条例の制定」につきましては、トレーニング室及び勤労

青少年の福祉に関する事業の廃止に伴い、条例を改正するもの

です。 



 - 4 - 

 

次に、第８号議案「三木市水道事業給水条例及び三木市下水道

条例の一部を改正する条例の制定」につきましては、災害その他

非常の場合において、他の水道事業者が指定した給水装置工事

事業者による工事及び他の下水道事業者が指定した排水設備工

事事業者による工事の実施を可能にすることで、宅内配管及び

排水設備等の早期復旧並びに被災地における給水装置工事の適

正な実施を図るため、条例を改正するものです。 

 

次に、第９号議案「三木市下水道条例及び三木市農業集落排水

処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定」につきましては、下水道使用水量の減少、老朽化が進む下

水道施設の更新等の課題を踏まえ、下水道事業の持続可能な経

営を図るため、下水道使用料の改定を行うものです。なお、この

たびの下水道使用料の改定を行った場合でも、上下水道使用料

は県内他市の平均額を下回っており、北播磨５市と比較しても、

いままでと変わりなく一番安い状況となっております。 

 

次に、第１０号議案「三木市消防団員等公務災害補償条例の一

部を改正する条例の制定」につきましては、政令の改正に伴い、
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非常勤消防団員等に係る補償基礎額を改めるものです。 

 

次に、第１１号議案「三木市火災予防条例の一部を改正する条

例の制定」につきましては、省令等の改正に伴い、新たに簡易サ

ウナ設備の基準を規定するほか、所要の改正を行うものです。 

 

次に、第１２号議案「市道路線の廃止」及び第１３号議案「市

道路線の認定」につきましては、開発に伴い整備された新設道路

や東播磨道の整備に伴い兵庫県から移管を受ける道路等につい

て、市道の廃止及び認定に当たり、法律の定めるところにより、

議会の議決を求めるものです。 

 

次に、第１４号議案から第２０号議案までは、令和８年度各会

計当初予算の議案です。 

 

先ほど施政方針において述べました主要事業により、令和 

８年度の一般会計については、総額３９２億８千万円、昨年度と

比較して１７億２千万円、率にして４．２％の減額となりまし

た。 

令和７年度に実施している、し尿処理施設の整備やタブレッ
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ト端末の更新などが完了することにより予算規模は大きく減額

となります。 

一般会計を含む特別会計、企業会計の歳出予算の合計につき

ましては、総額６５７億８千７２１万３千円で、前年度と比較し

て８億５千６６６万９千円、率にして１．３％の減額となった次

第です。 

 

一般会計の歳入の主なものとしましては、まず、市税は、対前

年度比で２．８％、３億２千５０７万８千円の増収を見込み、 

１１８億１千１３１万５千円としています。 

市税の内訳としまして、市民税が、１億８千２００万円の増収

で４５億７千２００万円、また、固定資産税については１億４千

２４９万８千円の増収で５７億８千７１万５千円を見込んでい

ます。 

地方交付税については、前年度と比較して６億８千７００万

円の増額を見込み、７１億７千万円としています。 

一方、市債については、先ほど申し上げたとおり、令和７年度

に し尿処理施設の整備が完了することにより、前年度と比較

して１２億５千４１万９千円の減額となり、２６億５千 

６３３万３千円としています。 
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全体の収支不足につきましては、１８億６千５５０万４千円

を基金から取り崩し、収支の均衡を図っています。 

 

特別会計につきましては、 

国民健康保険特別会計   ８３億８千８００万円 

介護保険特別会計   ８４億７千７００万円 

後期高齢者医療事業特別会計 ２１億４千万円 

学校給食事業特別会計    ３億５千５００万円 

合計        １９３億６千万円 

 

企業会計では、 

水道事業会計   ２４億４千８２万円６千円 

下水道事業会計   ４７億６３８万７千円 

合計     ７１億４千７２１万３千円 

となっています。 

 

次に、第２１号議案「令和７年度三木市一般会計補正予算（第

７号）」につきましては、全体で８千８６３万２千円を増額して

います。 

その内訳としては、物価高の影響を受けている市民や事業者
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を支援するため、国の重点支援地方交付金を活用し、プレミアム

付きデジタルお買い物券を発行する経費として７千６００万円

を、また、社会福祉施設や民間保育施設、こども食堂を運営する

事業者に対する一時支援金１千２６３万２千円をそれぞれ増額

しています。 

なお、この第２１号議案については、一刻も早く物価高の影響

を受けている市民や事業者へ支援が行き届くようにするため、

議会開会日である本日、議決を賜りたく存じますので、ご審議を

よろしくお願いいたします。 

 

次に、第２２号議案「令和７年度三木市一般会計補正予算（第

８号）」につきましては、全体で２億８千９０７万７千円を減額

しています。 

内訳として主なものは、国の補正予算を活用した学校内の通

信環境の整備費用として２億１千９６２万１千円を、また、学校

施設の改修に２億２千５万円を、さらに、学校施設の照明ＬＥＤ

化に１億７千９００万円をそれぞれ増額しています。 

このほか、障害福祉サービス給付費等の増額に２億９千 

１０万円を、また、生活保護費の増額に８千２００万円を増額し

ています。 
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一方、令和７年度中の各事業の予算の執行見込みに合わせ、不

用額１５億３千５３７万４千円を減額しています。 

 

第２３号議案から第２６号議案までの特別会計及び企業会計

の補正予算につきましては、 

国民健康保険特別会計   ２億７千３０９万５千円を増額 

介護保険特別会計     １億５千６１９万２千円を減額 

後期高齢者医療事業特別会計  ３千９１９万５千円を増額 

下水道事業会計     ９千５０２万４千円を増額 

しようとするものです。 

 

これらの予算で、先ほど施政方針で述べた取組を進めてまい

ります。 

 

以上で、ただいま提案しました議案についての説明を終わり

ます。 

   

議員の皆さまにおかれましては、このたび提案した予算案及

び条例案等につきまして、どうか慎重なるご審議により、ご賛同

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 


